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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　再製されるべき画像を走査し、ここで当該画像が、カラー情報を含むデジタル透かしを
含むものであり、
　上記透かしに含まれる上記カラー情報を復号化し、
　上記復号化されたカラー情報を上記走査された画像と比較し、
　上記復号化されたカラー情報と上記走査された画像との間の差から補正テーブルを生成
し、そして、
　上記補正テーブルを用いて上記走査された画像についてカラー補正を実行する、ステッ
プを含む、複数回の再製におけるカラー忠実度を強調するための方法。
【請求項２】
　オリジナルの画像からカラー情報を抽出し、
　上記抽出されたカラー情報を、上記オリジナル画像と対応付けられたデジタル透かしへ
埋め込み及び符号化し、
　上記デジタル透かしを含むオリジナル画像のコピーを印刷し、
　上記デジタル透かしを含む上記印刷された画像を走査し、
　上記透かしに含まれる上記カラー情報を復号化し、
　上記復号化されたカラー情報を上記走査された画像と比較し、
　上記復号化されたカラー情報と上記走査された画像との間の差からカラー補正テーブル
を生成し、そして、
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　上記補正テーブルを用いて上記走査された画像に関してカラー補正を実行する、
　ステップを含む、複数回の再製におけるカラー忠実度を強調するための方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は一般的に、カラー再製におけるカラー忠実性を強調するためのシステム及び方法
に関し、特に、複数世代の再製におけるカラー忠実度を強調するためのシステム及び方法
に関する。
【０００２】
【従来の技術】
カラー再製（reproduction）及び白黒再製システムの殆どにおいて、カラー及びグレイス
ケール補正が、開ループ的やり方で実行される。コピーの更にコピーの連続によって、カ
ラー補正で引き起こされる誤差が蓄積し得るので、複数世代カラーコピーにおいてカラー
忠実度は保証されない。印刷毎の，及びコピー毎の，印刷された文書におけるカラー忠実
度を強調し、同じカラー補正を保証することが望ましい。
【０００３】
【発明の概要】
複数世代の再製でのカラー忠実度を強調するために、カラー情報が、ハードコピーにおけ
る見えないデジタル透かし，として埋めこまれる。カラー情報はオリジナルの画像（これ
は、オリジナルのハードコピー画像、あるいはオリジナルのデジタル画像、あるいはハー
ドコピー画像の“最良の”コピーで有り得る）から抽出される。以下の議論の目的のため
に、カラー情報は“カラー”に限定されず、白黒画像に対するグレイスケール情報をも含
むことが理解されるであろう。抽出されたカラー情報はその後、埋めこまれてオリジナル
の画像と対応付けられるデジタル透かしに符号化される前に、任意に圧縮され得る。カラ
ー情報を埋め込み、符号化するために、いかなる適切な透かしアルゴリズムもが、使用さ
れ得る。
【０００４】
カラー情報を担う見えないデジタル透かしを含むオリジナル画像のハードコピーがその後
、生成される。ハードコピーが走査される時に、埋め込まれた情報が検索され、カラー補
正のための指針を提供し得る。本発明の方法は、カラー忠実度を大きく強調し得る。更に
それは、コピーが複数世代の再製を経験する時でさえ、カラー誤差を一世代に制限する。
従って、カラーハードコピーと白黒ハードコピーの双方の忠実度が、複数世代再製におい
て改善される。本発明方法の他の特徴は、オリジナルのカラー画像の白黒のハードコピー
（カラー情報を担うデジタル透かしを含む）が、オリジナルのカラー画像のカラーコピー
を生成するために使用され得ることである。こうして、オリジナルのカラー画像の白黒の
ハードコピーのみを持つカラーコピーが作られ得る。
【０００５】
本発明による、複数の複製においてカラー忠実度を強調するための方法は、再製されるべ
き画像を走査し、ここで画像が、カラー情報を含む見えないデジタル透かしを含むもので
あり、透かしに含まれるカラー情報を複号化し、検知されたカラー情報を走査された画像
と比較し、検知されたカラー情報と走査された画像との間の差から補正テーブルを生成し
、補正テーブルを用いて走査された画像上でカラー補正を実行する、ステップを含む。も
し補正テーブルが空の値を含むなら、補正テーブルは、補間と外挿を用いて完成され得る
。
【０００６】
オリジナルの文書からカラー情報を抽出する種々の方法が使用され得る。例えば、カラー
情報は、オリジナルの画像の、サブサンプルされた領域からのカラー情報を含み得る。カ
ラー情報は、オリジナル画像を平滑化及びサンプリングし、サンプルを滑らかなサンプル
（smooth sample）とエッジサンプル（edge sample）に分類し、滑らかなサンプルの画素
値を量子化し、滑らかなサンプルの量子化された画素値を圧縮すること、によっても抽出
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され得る。エッジのサンプルは、特定値によって表され得、カラー情報と一緒にも扱われ
得る。更に、もし透かしアルゴリズムがレジストレーション（registration）情報を提供
しないならば、デジタル透かしにレジストレーション情報が含まれ得る。
【０００７】
【発明の実施の形態】
構成上、複数回再製でのカラー忠実度を強調する方法は、通常プリンタに常駐する（ある
いはコピー機の印刷部分に常駐するが、コンピュータに記憶されたソフトウェアにも常駐
し得る）符号化部分及び、通常スキャナに常駐する（あるいはコピー機の走査部分に常駐
するが、コンピュータに記憶されたソフトウェアにも常駐し得る）復号化部分を含む。各
部分は、頂部層と底部層に分割され得る。頂部層はカラー情報を管理する責任を持つ一方
、底部層はカラー情報を含むデジタル透かしを埋め込み／検知する責任を持つ。特に符号
化部分は、頂部層で、印刷されるべき画像からカラー及び他の情報を抽出し、底部層で、
デジタル透かしとして信号を埋めこむ。複合化部分は、底部層において、走査された画像
内の透かしから情報を検索し、頂部層で、カラー補正を実行するために情報を使用する。
【０００８】
本発明の一つの実施例によって、複数回再製においてカラー忠実度を強調する方法が、図
１に示される。ステップ10において、オリジナルの画像が提供される。オリジナルの画像
は、電子的オリジナル、あるいはハードコピー画像の電子バージョンで有り得る。それは
、カラー画像、あるいは白黒画像で有り得る。カラー情報及びレジストレーション情報は
、ステップ12でオリジナルの画像から抽出される。もしオリジナルの画像が白黒ならば、
“カラー情報”はグレイスケール情報で有り得る。ステップ14において、抽出されたカラ
ー情報及びレジストレーション情報が透かしで符号化され、オリジナルの画像と対応付け
られる。符号化されたカラー情報を含むデジタル透かしを担うオリジナルの画像のハード
コピーがステップ16で生成される。画像のタイプ或いはユーザの要求に応じて、デジタル
透かしが、見えないもの、或いは可視的であり得ることを理解して欲しい。ハードコピー
は、カラーコピーあるいは白黒コピー、及び、印刷されたコピーあるいは写真コピーで有
り得る。
【０００９】
透かしは、画像での情報を“隠す”ための重要な技術である。透かしに情報を埋めこむた
めの一般的な方式には、埋めこまれるべき情報を生成し、埋めこまれるべき情報を符号化
し（そして任意に（optionally）圧縮し）、符号化された情報をオリジナルの画像に埋め
こむための透かしアルゴリズムを使用し、オリジナルの画像を透かしとともに印刷する、
ステップが含まれる。デジタル透かしは、現存する（あるいは将来の）透かし技術を用い
て実施され得る。デジタル画像のために、多くの透かしアルゴリズム（それらのいくつか
は、印刷／走査工程を生き残るために十分にロバスト（robust）である）が提案されてき
た。それらの内少数が、印刷された画像のために設計された（例えば米国特許第5,743,75
2号，第5,790,703号，第5,946,103号）。
【００１０】
図１を再度参照する。ここでもしデジタル透かしを担うオリジナルの画像のハードコピー
のコピーが必要ならば、ハードコピーはステップ18で走査される。ステップ20で、デジタ
ル透かしは検索され復号化される。もし検索された埋め込まれたカラー情報が圧縮されて
いれば、それはステップ21で圧縮解除される。次に、走査された画像はステップ22で、レ
ジストレーション情報（暗黙に、あるいは明示的に、透かしによって担われる）を用いて
オリジナルの画像と位置合わせされる。走査された画像は次に、ステップ23で、（ステッ
プ14の符号化部分と同じやり方で）滑らかにされ、サブサンプルされる。円滑化（smooth
ing）及びサブサンプリングのタイプが、デジタル透かしに含まれる情報に包含され得る
。符号化部分におけるサンプリング位置は、復号化部分におけるそれらとも一致する。ス
テップ２４において、カラー・ルックアップテーブルが次に、対応する位置においてカラ
ーサンプルを比較することによって構築される。本実施例のためのカラー抽出方法におい
て、“滑らか（smooth）”なものとして分類されたサンプルだけが、ルックアップテーブ
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含まないので、カラーテーブルは滅多に満杯に充填されない。カラーテーブルでの未知の
値は、補間及び外挿によって得られる。一旦カラー補正テーブルが完成すると、ステップ
26において、カラー補正テーブルを用いてカラー補正が実行され、ステップ28で印刷され
たコピーが生成される。
【００１１】
カラー情報を抽出する種々の方法が使用され得る。カラー抽出の一つの模範的方法が、図
２に示される。ステップ30でオリジナルの画像が提供され、これがステップ32でサブサン
プルされる。サンプルは、２つのカテゴリーに分類される。それらは、ステップ34での比
較的滑らかな領域（“滑らかなサンプル”）と、ステップ36でのエッジに近いもの（“エ
ッジサンプル”）である。滑らかなサンプルの画素値がステップ40で量子化される一方、
ステップ42でエッジサンプルは特別の記号によって表される。ステップ44でこれらの値は
、カラー情報への包含のために圧縮される（ステップ46）。もしデジタル透かしが明示的
にレジストレーションを提供しないならば、ステップ38でレジストレーション情報もまた
埋めこまれる。単純な圧縮方式は、ＤＰＣＭ（差分パルス符号変調）に引き続くエントロ
ピー符号化（ＪＰＥＧ符号化でのＤＣ成分の処理に類似する）で有り得る。他の圧縮技術
も使用され得る。圧縮されたカラー情報及びレジストレーション情報（ステップ46）は次
に、デジタル透かしアルゴリズムによる符号化の準備完了となる。
【００１２】
以上の方法を用いて、サブサンプルされた画像の滑らかな領域のカラーが特定され、圧縮
され、デジタル透かしを用いて符号化される。再製においては、透かしは復号化され、圧
縮解除され、そして走査された画像の滑らかな領域のカラーと比較され、補正テーブルを
形成する。補間及び外挿が、テーブルのいかなる表示されていない領域をも充填するため
に使用され得る。
【００１３】
図３から５は、本発明の方法を用いた効果を示す。図３は、オリジナルの画像から印刷さ
れた。図４は、従来の方法を用いて走査された画像から印刷された。飽和の消失と背景カ
ラーのシフトが観察できる。図５は、本発明方法を用いて走査された画像から印刷され、
全体的カラー忠実度を大きく改善した。
【図面の簡単な説明】
【図１】複数回再製でのカラー忠実度を強調するための方法のブロック図。
【図２】カラー情報を抽出するための方法のブロック図。
【図３】オリジナルから印刷された模範的印刷。
【図４】従来の方法を用いて図３の走査された画像から印刷された模範的印刷。
【図５】カラー情報を担うデジタル透かしを含む走査された画像から、本発明の方法を用
いて印刷された模範的印刷。
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